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ＮＨＫ裁判支援ニュース 
 

１．集団訴訟の第３次原告団を募集しています 
   ＮＨＫがニュース番組において放送法を守る義務があることを確認する裁判に 

昨年７月宮内正厳が原告、昨年１２月２７日、４５名の原告で、本年３月１４日、

５８名の原告で集団提訴しました。（奈良地裁は、それぞれ別に受理。）合計で１

０４名の原告団となりました。公共放送を視聴者・市民に取り戻す歴史的な裁判

に勝利するためには、大きな原告団をつくることが大切です。 

 

第３次原告団には、既に、２０名弱の方々に参加いただいていますが、７月を

目途に少なくも５０名の原告団の結成を呼び掛けています。この裁判の意義にご

理解をたまわり、是非、原告団に参加いただきますようお願い申し上げます。参

加の要件は、下記の通りです。 

①ＮＨＫ受信料を支払っている人及びその家族 

②奈良県及び近接府県の在住者 

③提訴時の印紙代負担（５千円） 

本件に関する問合せは、最上段右側に記載の事務局（平川）まで連絡下さい。 

 

２．第１次集団訴訟の第２回口頭弁論が行われました 
   ６月１９日（月）、奈良地裁大法廷で行われ、６９名が傍聴しました。裁判報告 

会、講演会「公共放送ＮＨＫに望まれることー経営委員２期の経験から」が行わ

れ８３名が参加しました。 

なお、当日、ＮＨＫ問題を考える奈良の会（裁判を支援しています。）の総会が

開かれ、活動方針、予算が承認されました。 

 

３．今後の裁判予定 
（１）ＮＨＫ受信料請求裁判 

本件は、一昨年秋、宮内正厳さんが、ＮＨＫより未払受信料を支払うよう訴えら

れ、敗訴の判決が昨年９月に出され、未払受信料を支払った上で大阪高裁に控訴し

ていました。２０１７年７月２５日、大阪高裁で判決が言い渡されます。 

   

（２）第２次集団訴訟の第１回口頭弁論 

    今年３月奈良地裁に集団提訴した第２次集団訴訟の口頭弁論が行われます。 

   多くの皆さんの参加をお願いいたします。  

   ・日時 ２０１７年７月２６日（水）１０時～１０時３０分 

   ・場所 奈良地裁１０１号大法廷  

   ・裁判報告会 同日 １０時４０分～   県文化会館 多目的室 

   ・講演会 「公共放送の在り方を考える」 ＮＨＫ受信料裁判から  

      講師 辰巳 創史（弁護団弁護士） 

  

（３）第１次集団訴訟の第３回口頭弁論 

   昨年１２月奈良地裁に集団提訴した第１次集団訴訟の口頭弁論が行われます。 

   ・日時 ２０１７年９月４日（月）１１時～１１時３０分 

   ・場所 奈良地裁１０１号大法廷  

   ・裁判報告会、講演会は、追って連絡                以上 

 
 

 


